
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
二
十
一
号

航
空
法
施
行
令

内
閣
は
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十

一
号
）
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
法
第
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
航
空

機
）

第
一
条
　
航
空
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第

二
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
航
空
機
は
、
次
に
掲

げ
る
航
空
機
と
す
る
。

一
　
法
第
百
二
十
七
条
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
た
航

空
機
（
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

航
行
と
接
続
し
て
本
邦
内
の
各
地
間
に
お
い
て
航
行

を
行
う
も
の
を
除
く
。
）

二
　
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
航
空
機
で
、
本
邦
内
で

修
理
さ
れ
、
改
造
さ
れ
、
又
は
製
造
さ
れ
た
も
の

（
法
第
十
条
第
五
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
輸
入
し

た
航
空
機
等
）

第
二
条
　
法
第
十
条
第
五
項
第
二
号
（
法
第
十
条
の
二
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で

定
め
る
輸
入
し
た
航
空
機
は
、
そ
の
耐
空
性
、
騒
音
又

は
発
動
機
の
排
出
物
に
つ
い
て
国
際
民
間
航
空
条
約
の

締
約
国
た
る
外
国
が
証
明
そ
の
他
の
行
為
を
し
た
航
空

機
と
す
る
。

（
法
第
十
条
第
六
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
輸
入
し

た
航
空
機
等
）

第
三
条
　
法
第
十
条
第
六
項
第
二
号
（
法
第
十
条
の
二
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で

定
め
る
輸
入
し
た
航
空
機
は
、
そ
の
耐
空
性
、
騒
音
又

は
発
動
機
の
排
出
物
に
つ
い
て
国
際
民
間
航
空
条
約
の

締
約
国
た
る
外
国
が
我
が
国
と
同
等
以
上
の
基
準
及
び

手
続
に
よ
り
証
明
そ
の
他
の
行
為
を
し
た
と
国
土
交
通

大
臣
が
認
め
た
航
空
機
と
す
る
。

（
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
航
空
保
安

施
設
）

第
四
条
　
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
航
空

保
安
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
航
空
保
安
施
設
と
す
る
。

一
　
航
空
灯
火
（
航
空
障
害
灯
を
除
く
。
）

二
　
Ｎ
Ｄ
Ｂ
（
無
指
向
性
無
線
標
識
施
設
を
い
う
。
）

三
　
Ｖ
Ｏ
Ｒ
（
超
短
波
全
方
向
式
無
線
標
識
施
設
を
い

う
。
）

四
　
タ
カ
ン

五
　
計
器
着
陸
装
置

六
　
Ｄ
Ｍ
Ｅ
（
距
離
測
定
装
置
を
い
う
。
）

七
　
衛
星
航
法
補
助
施
設

（
空
港
等
又
は
航
空
保
安
施
設
の
検
査
）

第
五
条
　
法
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査

は
、
毎
年
二
回
以
内
行
う
も
の
と
す
る
。

（
物
件
の
除
去
に
伴
う
補
償
の
方
法
）

第
六
条
　
法
第
四
十
九
条
第
三
項
（
法
第
五
十
五
条
の
二

第
三
項
及
び
第
五
十
六
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
補
償
は
、
金
銭

を
も
つ
て
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
事
者
間
の

協
議
に
よ
り
こ
れ
と
異
な
る
補
償
の
方
法
を
定
め
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
物
件
等
の
買
収
価
格
）

第
七
条
　
法
第
四
十
九
条
第
四
項
（
法
第
五
十
五
条
の
二

第
三
項
及
び
第
五
十
六
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
物
件
又
は
土
地

の
買
収
の
価
格
は
、
近
傍
同
種
の
物
件
の
取
引
価
格
等

又
は
近
傍
類
地
の
取
引
価
格
等
を
考
慮
し
て
算
定
し
た

相
当
な
価
格
と
す
る
。

（
用
益
の
制
限
に
伴
う
補
償
の
方
法
等
）

第
八
条
　
第
六
条
の
規
定
は
法
第
五
十
条
第
一
項
（
法
第

五
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
補
償
に
つ
い
て
、
前
条
の
規
定

は
法
第
五
十
条
第
二
項
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

土
地
の
買
収
の
価
格
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
空
港
）

第
九
条
　
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
空
港

は
、
釧
路
空
港
、
函
館
空
港
、
仙
台
空
港
、
新
潟
空

港
、
松
山
空
港
、
福
岡
空
港
、
北
九
州
空
港
、
長
崎
空

港
、
熊
本
空
港
、
大
分
空
港
、
宮
崎
空
港
、
鹿
児
島
空

港
及
び
那
覇
空
港
と
す
る
。

（
法
第
百
三
十
一
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
航
空
機
）

第
十
条
　
法
第
百
三
十
一
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
航

空
機
は
、
法
第
百
二
十
七
条
た
だ
し
書
の
許
可
に
係
る

航
空
機
で
あ
つ
て
、
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
航
行
と
接
続
し
て
本
邦
内
の
各
地
間
に
お
い

て
航
行
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
九

条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
二
十

七
条
た
だ
し
書
の
許
可
に
係
る
航
空
機
と
す
る
。

（
登
録
検
査
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間
）

第
十
一
条
　
法
第
百
三
十
二
条
の
二
十
七
第
一
項
の
政
令

で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
の
有
効
期
間
）

第
十
二
条
　
法
第
百
三
十
二
条
の
五
十
九
第
一
項
の
政
令

で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
登
録
講
習
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間
等
）

第
十
三
条
　
法
第
百
三
十
二
条
の
七
十
一
第
一
項
（
法
第

百
三
十
二
条
の
八
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

（
法
第
百
三
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行

政
法
人
）

第
十
四
条
　
法
第
百
三
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る

独
立
行
政
法
人
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
海
上
・
港

湾
・
航
空
技
術
研
究
所
及
び
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学

校
と
す
る
。

（
防
衛
大
臣
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
十
五
条
　
法
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に

属
す
る
事
項
で
あ
つ
て
、
法
第
百
三
十
七
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
防
衛
大
臣
に
委
任
す
る
も
の
は
、
別
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
空
港
等
に
係
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
防
衛
大
臣

に
委
任
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
設
備
の
故
障
そ
の
他

の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
業
務
の
遂
行
に
支

障
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
業
務
を
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
防
衛
大
臣
の
要
請
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、

第
二
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
昭
和
二
十

七
年
七
月
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
四
月
五
日
政
令
第
七
一

号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
一
〇
月
一
日
政
令
第
三

〇
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
六
月
六
日
政
令
第
一
四

五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
七
月
七
日
政
令
第
二
四

七
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経

過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
別
表
第
二
の
規
定
中
千
歳
飛
行
場
に
係
る
部
分
は
、

昭
和
三
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
四
月
三
〇
日
政
令
第
一

七
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
七
月
一
日
政
令
第
二
二

六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
一
二
月
一
日
政
令
第
三

六
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
六
月
二
七
日
政
令
第
二

〇
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
六
月
三
十
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
「
誘
導
管
制
業
務
」
を
「
着
陸
誘

導
管
制
業
務
」
に
改
め
る
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
一
一
月
八
日
政
令
第
三

六
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
十
一
月
十
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
二
月
四
日
政
令
第
一
七

号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
二
月
十
五
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
五
月
一
一
日
政
令
第
六

七
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
五
月
十
五
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
八
月
一
四
日
政
令
第
二

五
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
八
月
十
五
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
三
月
二
八
日
政
令
第
四

五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
五
月
二
七
日
政
令
第
一

三
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
四
年
五
月
三
一
日
政
令
第
一

三
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
二
月
一
〇
日
政
令
第
七

号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
二
月
二
十
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
八
月
二
〇
日
政
令
第
二

五
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
六
年
三
月
二
九
日
政
令
第
五

〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
六
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
二

二
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
二
月
二
一
日
政
令
第

三
七
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
一
月
十
二
日
か
ら
施

行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
四
月
六
日
政
令
第
七
二

号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
四
月
二
八
日
政
令
第
一

一
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発

生
の
日
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
二
月
二
七
日
政
令
第
一

九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
六
月
一
六
日
政
令
第
一

五
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
四
月
二
五
日
政
令
第
一

三
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
一
日
政
令
第
二

九
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
昭
和
五
十
年
十
月
十
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
二
月
一
四
日
政
令
第

三
一
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
三
月
一
日
政
令
第
二
七

号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
三
月
十
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
三
年
五
月
一
一
日
政
令
第
一

六
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
五
月
十
五
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
月
一
九
日
政
令
第
一

号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
〇
月
一
日
政
令
第
二

五
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
一
月
二
二
日
政
令
第
三

号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
五
月
二
六
日
政
令
第
一

八
七
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
実
施
の
公
示
が
さ
れ
た

航
空
法
施
行
令
別
表
第
一
第
十
号
イ
、
第
十
一
号
イ
、

第
十
三
号
イ
、
第
十
四
号
イ
及
び
第
二
十
八
号
イ
に
掲

げ
る
学
科
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
納
付
す
べ
き

手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
六
月
四
日
政
令
第
一
六

一
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
七
月
八
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
九
年
五
月
一
五
日
政
令
第
一

四
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
各
種
手
数
料
等
の
額
の
改
定
及
び
規

定
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十

九
年
五
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
一
日
政
令
第

三
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
七
月
三
一
日
政
令
第
二

七
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
九
月
二
十
五
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
五
日
政
令
第
六

五
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
三
年
六
月
二
日
政
令
第
一
七

九
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
七
月
二
十
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
二
日
政
令
第
六
三

号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
一
九
日
政
令
第
四
三

号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
〇
月
二
二
日
政
令
第
三

四
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
一
条
中
航
空
法
施
行
令
第
五
条
の
改
正
規
定
及

び
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
五
年
十
月
二
十
九
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
月
一
四
日
政
令
第
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
四
日
政
令
第
七
八

号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
六
月
二
九
日
政
令
第
一
九

八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
二
七
日
政
令
第
二
五

一
号
）

こ
の
政
令
は
、
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇

等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
九
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
〇
月
二
八
日
政
令
第
三

四
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
六
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
一
二
日
政
令
第
二
九

号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
一
九
日
政
令
第
五
五

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
九
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
一
〇
日
政
令
第
二
八

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成

九
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
四
月
一
九
日
政
令
第
二

〇
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
五
月
十
八
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
三

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
（
第
一
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
二
月
二
一
日
政
令
第
三

九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
ご
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
別
表
旭
川
飛
行
場
に
係
る
項
中
「
静
浜
飛
行
場
」

を
「
／
静
浜
飛
行
場
／
舞
鶴
飛
行
場
／
」
に
改
め
る

改
正
規
定
　
平
成
十
三
年
三
月
二
十
二
日

二
　
別
表
旭
川
飛
行
場
に
係
る
項
中
「
霞
ヶ
浦
飛
行

場
」
を
「
／
霞
ヶ
浦
飛
行
場
／
相
馬
原
飛
行
場
／
」

に
改
め
る
改
正
規
定
　
平
成
十
三
年
三
月
二
十
七
日

（
経
過
措
置
）

２
　
相
馬
原
飛
行
場
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改

正
後
の
別
表
旭
川
飛
行
場
に
係
る
項
第
一
号
及
び
第
二

号
の
委
任
事
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
三
年

十
月
三
日
ま
で
の
間
は
、
航
空
法
の
規
定
に
よ
り
国
土

交
通
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
項
で
航
空
交
通
管
制
圏

に
係
る
航
空
法
第
九
十
五
条
た
だ
し
書
並
び
に
第
九
十

六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
並
び
に
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
は
、
防
衛
庁
長
官
に
委
任

し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
八
月
八
日
政
令
第
三
六

八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
附
則
第
十
四
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
の
規
定

は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
一
九
日
政
令
第
五

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
附
則
第
九
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
の
規
定

は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
二
日
政
令
第
一
五

号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
二
月
十
七
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
二
一
日
政
令
第
二

四
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
四
日
政
令
第
三

号
）
　
抄

2



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
一
二
日
政
令
第
四

三
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
三
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
一
八
日
政
令
第
一

九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
二
二
日
政
令
第

三
二
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
三
日
政
令
第
三

六
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
九
日
政
令
第
二

七
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
一
八
日
政
令
第

三
四
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
五
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
五
月
二
日
政
令
第
一
三

三
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
五
月
十
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
一
八
日
政
令
第
七

四
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
九
日
政
令
第
五
七

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
三
日
政
令
第
二
一
三

号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
無
人
航
空
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
害

の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
航
空
法
及
び
重
要
施
設
の

周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の

禁
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第

一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年

九
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
一
一
日
政
令
第
一
六

六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
二
九
日
政
令
第
二
六

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令

和
四
年
十
二
月
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第

五
条
の
改
正
規
定
（
「
、
大
阪
国
際
空
港
」
を
削
る
部

分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
三
項
中
民
間
の
能
力
を

活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
二
百
二
十
号
）
附
則
第

二
条
の
改
正
規
定
（
「
附
則
第
六
条
第
一
項
」
を
「
附

則
第
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び

同
令
附
則
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

別
表
（
第
十
五
条
関
係
）

空
港
等

委
任
事
項

札
幌
飛
行

場三
沢
飛
行

場大
湊
飛
行

場八
戸
飛
行

場松
島
飛
行

場百
里
飛
行

場宇
都
宮
飛

行
場

硫
黄
島
飛

行
場

小
松
飛
行

場浜
松
飛
行

場明
野
飛
行

場美
保
飛
行

場防
府
飛
行

場

一
　
航
空
交
通
管
制
圏
及
び
こ
れ
に
接
続
す

る
進
入
管
制
区
に
係
る
法
第
九
十
四
条
た
だ

し
書
、
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、

第
九
十
五
条
た
だ
し
書
、
第
九
十
六
条
第
一

項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
事
項
（
法
第
九
十
四
条
の
二
第

一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
事
項
は
、
三
沢

飛
行
場
、
大
湊
飛
行
場
及
び
八
戸
飛
行
場
に

係
る
も
の
に
限
り
、
法
第
九
十
六
条
第
一
項

及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
防
府
飛

行
場
、
小
月
飛
行
場
及
び
小
松
島
飛
行
場
に

あ
つ
て
は
、
進
入
管
制
業
務
、
飛
行
場
管
制

業
務
及
び
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
レ
ー
ダ
ー
管
制
業

務
に
限
る
。
）

二
　
法
第
九
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事

項三
　
出
発
す
る
航
空
機
（
札
幌
飛
行
場
、
三

沢
飛
行
場
、
百
里
飛
行
場
、
小
松
飛
行
場
、

美
保
飛
行
場
及
び
徳
島
飛
行
場
に
あ
つ
て
は
、

自
衛
隊
等
の
航
空
機
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第

九
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項

四
　
到
着
し
た
航
空
機
（
札
幌
飛
行
場
、
三

沢
飛
行
場
、
百
里
飛
行
場
、
小
松
飛
行
場
、

美
保
飛
行
場
及
び
徳
島
飛
行
場
に
あ
つ
て
は
、

小
月
飛
行

場徳
島
飛
行

場小
松
島
飛

行
場

築
城
飛
行

場鹿
屋
飛
行

場

自
衛
隊
等
の
航
空
機
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第

九
十
八
条
に
規
定
す
る
事
項

千
歳
飛
行

場新
千
歳
空

港

一
　
航
空
交
通
管
制
圏
及
び
こ
れ
に
接
続
す

る
進
入
管
制
区
に
係
る
法
第
九
十
四
条
た
だ

し
書
、
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、

第
九
十
五
条
た
だ
し
書
、
第
九
十
六
条
第
一

項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
事
項
（
法
第
九
十
六
条
第
一
項

及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
新
千
歳

空
港
に
あ
つ
て
は
、
進
入
管
制
業
務
、
飛
行

場
管
制
業
務
及
び
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
レ
ー
ダ
ー

管
制
業
務
に
限
る
。
）

二
　
法
第
九
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事

項三
　
出
発
す
る
自
衛
隊
等
の
航
空
機
に
係
る

法
第
九
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項

（
千
歳
飛
行
場
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
　
到
着
し
た
自
衛
隊
等
の
航
空
機
に
係
る

法
第
九
十
八
条
に
規
定
す
る
事
項
（
千
歳
飛

行
場
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
勝
飛
行

場入
間
飛
行

場下
総
飛
行

場館
山
飛
行

場立
川
飛
行

場厚
木
飛
行

場名
古
屋
飛

行
場

芦
屋
飛
行

場新
田
原
飛

行
場

一
　
航
空
交
通
管
制
圏
に
係
る
法
第
九
十
五

条
た
だ
し
書
並
び
に
第
九
十
六
条
第
一
項
及

び
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
（
同
条
第
一
項

及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
飛
行
場

管
制
業
務
及
び
着
陸
誘
導
管
制
業
務
に
限
る

。
）

二
　
法
第
九
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事

項三
　
出
発
す
る
航
空
機
（
名
古
屋
飛
行
場
に

あ
つ
て
は
、
自
衛
隊
等
の
航
空
機
に
限
る
。
）

に
係
る
法
第
九
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る

事
項

四
　
到
着
し
た
航
空
機
（
法
第
九
十
七
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
飛
行
計
画
を
通
報
し
た

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
九
十
八
条
に
規

定
す
る
事
項
（
名
古
屋
飛
行
場
に
あ
つ
て
は
、

自
衛
隊
等
の
航
空
機
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

旭
川
飛
行

場霞
目
飛
行

場霞
ヶ
浦
飛

行
場

相
馬
原
飛

行
場

木
更
津
飛

行
場

岐
阜
飛
行

場静
浜
飛
行

場舞
鶴
飛
行

場目
達
原
飛

行
場

一
　
航
空
交
通
管
制
圏
に
係
る
法
第
九
十
四

条
た
だ
し
書
、
第
九
十
五
条
た
だ
し
書
並
び

に
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定

す
る
事
項
（
法
第
九
十
四
条
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
事
項
は
、
霞
目
飛
行
場
に
係
る
も
の

に
限
り
、
法
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三

項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
飛
行
場
管
制
業
務

に
限
る
。
）

二
　
法
第
九
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事

項三
　
出
発
す
る
航
空
機
に
係
る
法
第
九
十
七

条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項

四
　
到
着
し
た
航
空
機
（
法
第
九
十
七
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
飛
行
計
画
を
通
報
し
た

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
九
十
八
条
に
規

定
す
る
事
項

大
村
飛
行

場

一
　
出
発
す
る
航
空
機
に
係
る
法
第
九
十
七

条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項

二
　
到
着
し
た
航
空
機
（
法
第
九
十
七
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
飛
行
計
画
を
通
報
し
た

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
九
十
八
条
に
規

定
す
る
事
項

山
形
空
港

八
尾
空
港

熊
本
空
港

那
覇
空
港

一
　
出
発
す
る
自
衛
隊
等
の
航
空
機
に
係
る

法
第
九
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項

二
　
到
着
し
た
自
衛
隊
等
の
航
空
機
（
法
第

九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
飛
行
計
画

を
通
報
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
九

十
八
条
に
規
定
す
る
事
項

北
九
州
空

港

航
空
交
通
管
制
圏
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る
進

入
管
制
区
に
係
る
法
第
九
十
四
条
た
だ
し
書
、

第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第

九
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
（
法
第

九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る

事
項
は
、
進
入
管
制
業
務
及
び
タ
ー
ミ
ナ

ル
・
レ
ー
ダ
ー
管
制
業
務
に
限
る
。
）

福
井
空
港

出
雲
空
港

山
口
宇
部

空
港

航
空
交
通
情
報
圏
に
接
続
す
る
進
入
管
制
区

に
係
る
法
第
九
十
四
条
た
だ
し
書
、
第
九
十

六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
十
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
（
法
第
九
十
六

条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、

福
井
空
港
に
あ
つ
て
は
進
入
管
制
業
務
に
限

り
、
出
雲
空
港
及
び
山
口
宇
部
空
港
に
あ
つ

て
は
進
入
管
制
業
務
及
び
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
レ

ー
ダ
ー
管
制
業
務
に
限
る
。
）
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備
考
　
こ
の
表
に
お
い
て
、
「
自
衛
隊
等
の
航
空
機
」
と

は
、
自
衛
隊
の
使
用
す
る
航
空
機
及
び
日
本
国
と
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六

条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合

衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
及
び
日
本
国
に
お
け
る

国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う

航
空
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

二
百
三
十
二
号
）
第
二
項
に
規
定
す
る
航
空
機
を
い
う
。
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